災害要援護者等の受入れに伴う宿泊施設の寝具クリーニング事業実施要綱
　（目的）
第１　東日本大震災及び原子力発電所の事故により避難生活が必要となった災害要援護者が災害救助法に基づく避難所として利用していた県内の旅館、ホテル等の宿泊施設（以下「二次避難所」という。）について、利用した寝具のクリーニング事業を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
　（事業内容）
第２　この事業は、二次避難所として利用した寝具のクリーニング事業について、当該経
費の全部又は一部を福島県が負担することを内容とする。
　（対象者等）
第３　この事業の対象者は、福島県が実施した災害要援護者等の二次避難の受入れを行った宿泊施設（以下「受入施設」という。）とする。
２　寝具のクリーニング経費として福島県が負担するものは、二次避難者が原則１月以上使用した寝具とし、最大で１月以上滞在した二次避難者１人当たり寝具１組までとする。

３　受入施設から外部の業者に発注等をすることによりその経費を負担したものを本事業の対象とし、業務の発注に際しては、原則として福島県内に事業所を有する事業者へ発注するものとする。
４　クリーニング経費は寝具１組に対し、１０，５００円を上限とする。

５　対象となる寝具は掛け布団、敷き布団及び枕とする。

　（手続き）
第４　二次避難所として使用した寝具のクリーニング事業を、外部の事業者に発注等をして実施した受入施設は、別表第１に定める書類を提出するものとする。
　（審査）
第５　クリーニング経費の請求を行う受入施設は、別表第１に基づき寝具クリーニング経費請求書（様式第１号）を福島県へ提出することとし、福島県は受入施設が行ったクリーニング事業の内容がこの要綱に適合することを審査するものとする。
２　前項の書類は、この要綱の施行の日から原則として平成24年1月31日までに提出するものとする。

３　審査に当たり福島県が、受入施設において保管しているクリーニング事業に係る経理関係書類、完了状況の確認資料等の提示を求めた場合及び現地確認を行う場合は、受入施設はこれに応じなければならない。
４　福島県は前項の請求書の提出を受けた場合には、３０日以内に受入施設に支払うものとする。
　（経費の返還）
第６　福島県は、受入施設がこの要綱に基づき経費の支払いを受けた後において、不正の手段により本要綱に基づく経費の支払いを受けたと認められた場合その他本要綱に適合しないと認められた場合には、経費の返還を求めるものとする。

２　受入施設は、前項の返還を求められたときは、これに応じなければならない。
　（書類の保管）

第７　受入施設は、クリーニング事業の実施に係る状況及び経理を明らかにした関係書類を整備し、事業の完了後５年間保存するものとする。

　　　附　則
　この要綱は、平成23年12月16日から施行し、福島県が実施した二次避難の開始の日から適用する。
別表第１（第４関係）
	提出書類
	添付書類
	留意点

	寝具クリーニング経費請求書（様式第１号）
	①災害要援護者等に対する支援事業受入実績報告書（様式３）
②クリーニングに要した金額を証する書類（請求書や領収書など）の写し

③その他関係書類
	ア　①は、既に提出済みの場合でも再度添付すること。なお、受入日、退去日及び部屋番号を必ず記載すること。
イ　②はクリーニング内容が確認できる詳細な内訳書を添付すること。
　（一式等の書類は不可）



様式第１号
平成　　年　　月　　日

　福島県知事　佐藤　雄平　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　　　　所

施　　設　　名
(法人は法人名)
(法人は法人住所)
代表者職・氏名　　　　　　　　　　　　　印
寝具クリーニング経費請求書

　このことについて、下記のとおり寝具クリーニングを実施しましたので、関係書類
を添えて請求します。

記
請求金額　　  　　　　　　　　   　　　　円
【請求内訳】

	内容
	単価
	数量
	金額

	寝具クリーニング
	円
	組
	円

	寝具クリーニング
	円
	組
	円

	寝具クリーニング
	円
	組
	円

	合　　計
	
	
	円


【添付書類】
①災害要援護者等に対する支援事業受入実績報告書（様式３）
②クリーニングに要した金額を証する書類（請求書や領収書など）の写し

③その他関係書類　
	事務担当者氏名
	

	電話番号
	

	ＦＡＸ番号
	


※　原則として振込先は災害要援護者等に対する支援事業と同様となります。

